
1/26 

○クリーニング業法施行細則 

平成二年三月三十日 

山口県規則第十一号 

クリーニング業法施行細則をここに公布する。 

クリーニング業法施行細則 

クリーニング業法施行細則（昭和四十一年山口県規則第五十六号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第一条 この規則は、クリーニング業法（昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。）

の施行について、クリーニング業法施行令（昭和二十八年政令第二百三十三号）、クリー

ニング業法施行規則（昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。）及びク

リーニング所において講ずべき必要な措置を定める条例（平成十四年山口県条例第五十一

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（平一四規則八九・一部改正） 

（クリーニング所の開設の届出） 

第二条 省令第一条の三第一項の届出書は、クリーニング所開設届（別記第一号様式）によ

らなければならない。 

２ 前項の届出書には、省令第二条の書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。ただし、省令第一条の三第一項ただし書（同項第四号に係る部分に限る。）の規定の

適用を受けるときは、第一号及び第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。 

一 クリーニング所の構造及び設備の概要を示した平面図 

二 クリーニング所の付近の見取図 

三 法人にあっては、登記事項証明書 

（平八規則一〇三・平一六規則七〇・平一七規則六六・令三規則六・一部改正） 

（無店舗取次店の営業の届出） 

第二条の二 省令第一条の三第二項の届出書は、無店舗取次店営業届（別記第一号様式の二）

によらなければならない。 

２ 前項の届出書には、省令第二条の書類のほか、前条第二項第三号に掲げる書類を添付し

なければならない。 

（平一六規則七〇・追加） 

（クリーニング所の開設又は無店舗取次店の営業の届出事項の変更の届出） 

第三条 法第五条第三項の規定によるクリーニング所の開設又は無店舗取次店の営業の届
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出事項の変更の届出をしようとする者は、クリーニング所開設届出事項変更届（別記第二

号様式）又は無店舗取次店営業届出事項変更届（別記第二号様式）をクリーニング所の所

在地又は無店舗取次店の営業をしようとする区域を管轄する保健所の長（以下「所轄保健

所長」という。）に提出しなければならない。 

（平一六規則七〇・一部改正） 

（クリーニング所又は無店舗取次店の営業の廃止の届出） 

第四条 法第五条第三項の規定によるクリーニング所又は無店舗取次店の営業の廃止の届

出をしようとする者は、クリーニング所廃止届（別記第三号様式）又は無店舗取次店営業

廃止届（別記第三号様式）に、クリーニング所の廃止の届出にあってはクリーニング所開

設確認済証を添えて所轄保健所長に提出しなければならない。 

（平一六規則七〇・一部改正） 

（営業者の地位の承継の届出） 

第四条の二 省令第二条の二第一項、省令第二条の三第一項又は省令第二条の四第一項の届

出書は、営業者地位承継届（別記第三号様式の二）によらなければならない。 

（平八規則一〇三・追加、平一三規則四一・一部改正） 

（免許の申請） 

第五条 省令第四条の申請書は、クリーニング師免許申請書（別記第四号様式）によらなけ

ればならない。 

（免許証の再交付の申請） 

第六条 省令第六条第一項の規定による申請をしようとする者は、クリーニング師免許証再

交付申請書（別記第五号様式）を知事に提出しなければならない。 

（免許証の提出） 

第七条 省令第六条第二項の規定によるクリーニング師免許証の提出は、クリーニング師免

許証提出書（別記第六号様式）に当該クリーニング師免許証を添えてしなければならない。 

（免許証の訂正の申請） 

第八条 省令第八条の規定による申請をしようとする者は、クリーニング師免許証訂正申請

書（別記第七号様式）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

一 クリーニング師免許証 

二 戸籍の謄本又は抄本（日本の国籍を有しない者については、住民基本台帳法（昭和四

十二年法律第八十一号）第三十条の四十五に規定する国籍等を記載した住民票の写し） 

（平四規則四五・平二四規則四五・一部改正） 
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（免許証の返納） 

第九条 省令第九条又は第十条第二項の規定によるクリーニング師免許証の返納は、クリー

ニング師免許証返納書（別記第八号様式）に当該クリーニング師免許証を添えてしなけれ

ばならない。 

（登録の抹消の申請） 

第十条 省令第十条第一項の規定による申請をしようとする者は、クリーニング師登録抹消

申請書（別記第九号様式）を知事に提出しなければならない。 

（研修又は講習の修了の届出） 

第十一条 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師が法第八条の二

第一項に規定する研修を修了したときは、速やかに、クリーニング師研修修了届（別記第

十号様式）を所轄保健所長に提出しなければならない。 

２ 営業者は、その業務に従事する者が法第八条の三に規定する講習を修了したときは、速

やかに、業務従事者講習修了届（別記第十号様式）を所轄保健所長に提出しなければなら

ない。 

（平一二規則三七・全改、平一六規則七〇・一部改正） 

（試験の公告） 

第十二条 知事は、法第七条第一項のクリーニング師試験（以下「試験」という。）を行お

うとするときは、その期日及び場所、受験願書の受付期間その他試験の実施について必要

な事項をあらかじめ山口県報により公告する。 

（受験の手続） 

第十三条 省令第三条の受験願書は、クリーニング師試験受験願書（別記第十一号様式）に

よらなければならない。 

２ 前項の受験願書には、省令第三条各号に掲げる書類のほか、学校教育法（昭和二十二年

法律第二十六号）第五十七条に規定する者であることを証する書類を添付しなければなら

ない。 

３ 知事は、第一項の受験願書を受理したときは、当該受験者に受験票を交付するものとす

る。 

（平四規則四五・平一九規則一〇五・一部改正） 

（試験委員） 

第十四条 知事は、試験の実施に関する事務を行わせるため、クリーニング師試験委員を置

く。 
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２ クリーニング師試験委員は、試験の実施の都度、クリーニング師及び県の職員のうちか

ら知事が任命する。 

第十五条 削除 

（平一四規則八九） 

（クリーニング所開設確認済証） 

第十六条 所轄保健所長は、法第五条の二の規定によるクリーニング所の構造設備について

の検査及び確認をしたときは、クリーニング所開設確認済証を法第五条第一項の規定によ

る開設の届出をした者に交付しなければならない。 

（書類の経由） 

第十七条 第五条から第十条まで及び第十三条第一項に規定する書類（県外に住所地がある

者に係るものを除く。）は、当該書類を提出する者の住所地を管轄する保健所の長（当該

住所地が下関市、萩市又は山陽小野田市の区域内にある場合にあっては、それぞれ下関市

長、萩市長又は山陽小野田市長）を経由して提出しなければならない。 

（平二〇規則四一・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第十一号及び第十二号の規定は、

平成二年十月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前のクリーニング業法施行細則の規定により提出されて

いる書類は、改正後のクリーニング業法施行細則の相当規定により提出されたものとみな

す。 

（山口県事務委任規則の一部改正） 

３ 山口県事務委任規則（昭和四十四年山口県規則第二十一号）の一部を次のように改正す

る。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成四年規則第四五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成六年規則第一〇八号） 

この規則は、平成七年一月一日から施行する。 

附 則（平成八年規則第六八号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成八年規則第一〇三号） 

この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。 

附 則（平成一〇年規則第四六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一二年規則第三七号） 

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成一三年規則第四一号） 

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 

附 則（平成一四年規則第六四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一四年規則第八九号） 

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。 

附 則（平成一六年規則第七〇号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一七年規則第六六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一九年規則第一〇五号） 

この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。 

附 則（平成二〇年規則第四一号） 

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 

附 則（平成二四年規則第四五号） 

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。 

附 則（平成三〇年規則第五八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年規則第二号） 

この規則は、令和元年七月一日から施行する。 

附 則（令和二年規則第一四号） 

この規則は、令和二年四月一日から施行する。 

附 則（令和三年規則第六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（令和三年規則第三六号） 

この規則は、令和三年四月一日から施行する。 
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別記第１号様式（その１）（第２条関係） 

（平６規則108・全改、平10規則46・平13規則41・平16規則70・平17規則66・令

元規則２・令３規則６・一部改正） 

第１号様式（その２）（第２条関係） 

（平６規則108・平10規則46・平13規則41・平16規則70・平17規則66・令元規則

２・令３規則６・一部改正） 

第１号様式の２（第２条の２関係） 

（平16規則70・追加、平17規則66・令元規則２・令３規則６・一部改正） 

第２号様式（第３条関係） 

（平６規則108・平10規則46・平16規則70・令元規則２・一部改正） 

第３号様式（第４条関係） 

（平６規則108・平10規則46・平16規則70・令元規則２・一部改正） 

第３号様式の２（第４条の２関係） 

（平８規則103・追加、平10規則46・平13規則41・平16規則70・平17規則66・令

元規則２・令３規則６・一部改正） 

第４号様式（第５条関係） 

（平６規則108・平10規則46・平13規則41・平24規則45・平30規則58・令元規則

２・令３規則６・令３規則36・一部改正） 

第５号様式（第６条関係） 

（平６規則108・平10規則46・平13規則41・令元規則２・令３規則６・令３規則

36・一部改正） 

第６号様式（第７条関係） 

（平６規則108・平10規則46・令元規則２・一部改正） 

第７号様式（第８条関係） 

（平６規則108・平10規則46・平24規則45・令元規則２・令３規則36・一部改正） 

第８号様式（その１）（第９条関係） 

（平６規則108・平10規則46・令元規則２・一部改正） 

第８号様式（その２）（第９条関係） 

（平６規則108・平10規則46・平14規則64・令元規則２・一部改正） 

第９号様式（第10条関係） 

（平６規則108・平10規則46・令元規則２・一部改正） 
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第10号様式（第11条関係） 

（平６規則108・平10規則46・平12規則37・平13規則41・平16規則70・令元規則

２・一部改正） 

第11号様式（第13条関係） 

（平４規則45・平６規則108・平８規則68・平10規則46・平14規則64・平19規則

105・令元規則２・令２規則14・一部改正） 

 


